
主催 青年法律家協会大阪支部

   問合せ先 弁護士 宮本亜紀（きづがわ共同法律事務所）
  TEL：06-6633-7621

E-mail：miyamoto@kizugawa-law.jp

2026年 ６月15日（月）

大阪弁護士会館２０1室 ＋ オンライン

17:00～ 総会 （支部会員のみ）

18:00～ 記念講演 （会員外の参加可）

20:00～ 懇親会

大阪市北区西天満1-12-5 大阪メトロ・京阪本線「淀屋橋」徒歩10分
京阪中之島線「なにわ橋駅」徒歩5分

青法協 大阪支部 6月総会
                                              ＆記念講演 

参加申込はこちら ↑
（なるべく事前申込みください
懇親会参加は必須）

記 念 講 演

「ゆらぐ法の支配
～国際社会と日本の憲法～ 」

講師： 三牧 聖子 氏
（同志社大学大学院グローバル・スタディーズ研究科教授）

アメリカが様々な国際機関から脱退し、国際法に違反して諸外国へ侵攻する今。

混沌とする国際社会における「法の支配」の現状を見つめ直し、私たちが拠って立つべき

国際法及び日本国憲法の役割と可能性について考えます。

講師には、アメリカ政治外交及び国際関係論をご専門とされ、メディア等でも鋭い論考

を発信されている三牧聖子教授をお迎えします。学術的知見から、現代の国際情勢を紐

解いていただきます。

修習生、司法試験受験生、法科
大学院生、予備試験受験生、学部学
生の参加歓迎！
近隣店での懇親会は、上記の方々を
無料招待（懇親会は要事前申込み）
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